
 

 

 

 

医学研究等に係る倫理指針の見直しに関する合同会議 

タスクフォース（第１回）の開催について 

 

本タスクフォースは、以下の三省の専門委員会等による医学研究等に係る倫理指針の見直し

に関する合同会議のもとに設置され、第１回を下記の通り開催しますので、お知らせします。 

○ 文部科学省 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会 

ゲノム指針及び医学系指針の見直しに関する専門委員会 

○ 厚生労働省 厚生科学審議会 科学技術部会 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理指針に関する専門委員会 

○ 経済産業省 産業構造審議会 商務流通情報分科会 バイオ小委員会、個人遺伝情報

WG 

記 

 

1. 日 時:平成３０年１０月２９日（月）１４:００～１６:００ 

2. 場 所:文部科学省 13 階 １３F １～３会議室 

（東京都千代田区霞が関３丁目２番２号） 

公 開 

頭 撮 り 可 
平成３０年１０月 ２２日 

《照会先》大臣官房厚生科学課 

【担当・内線】    課長補佐   平（3813） 

情報企画係長 六波羅（3808） 

 

【電話】03(5253)1111（代表） 

03(3595)2171（直通） 



3. 議題 

（１） 指針の見直しについて 

（２） その他 

 

4. 傍聴者:若干名（報道機関も含む） 

5. 募集要領 

 傍聴を希望される方は、氏名、勤務先・ご所属および連絡先を１０月２６日（金）正午ま

でに文部科学省HP(https://pf.mext.go.jp/admission/form02-3-15-3.html)より

御登録ください。 

 傍聴希望の方が多数の場合には、先着順とさせていただきます。傍聴できない方には、その旨

ご連絡します。 

   

６． 傍聴される方の留意事項 

○ 事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。 

○ 携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してください。 

○ 写真撮影、ビデオ撮影、録音することはできません。（あらかじめ申し込まれた場合は、会議

冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます。） 

○ 会議の妨げとならないように静かにしてください。 

○ その他、座⾧と事務局職員の指示に従ってください。 

○ ペーパーレスで実施する予定でおりますので、各自 PC やタブレット等の WiFi を利用できる端

末をご持参ください。 

 

＜傍聴手続きに関する問い合わせ先＞ 

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室 

神崎（かんざき）、熊谷（くまがい） 

電話:０３－６７３４－４１０８ 

E-mail:ethics@mext.go.jp 

 

 

７． 内容に関するお問い合わせ 

経済産業省商務・サービスグループ生物化学産業課 

前田（まえだ）、馬渡（まわたり） 

電話:０３－３５０１－８６２５（直通） 

 

厚生労働省大臣官房厚生科学課 

平（たいら） 



電話:０３－３５９５－２１７１ 

 

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室 

北村（きたむら）、神崎（かんざき）、熊谷（くまがい） 

電話:０３－６７３４－４１０８ 

以上 


